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         午前９時５８分  開  会 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      皆さん、おはようございます。 

      関係者がおそろいですので、定刻前ですが始めさせていただいてよろしいでしょう

か。ありがとうございます。 

      ただいまから令和５年大和町議会７月随時会議を開会します。 

      これより本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

                                            

    日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、13番藤巻博史君及び

15番馬場久雄君を指名します。 

                                            

    日程第２「議会期間の決定について」 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      日程第２、会議期間の決定についてを議題とします。 

      お諮りします。 

      本日の随時会議の会議期間は、本日１日間のみにしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。したがって、議会期間は本日１日間のみに決定しました。 

                                            

    日程第３「報告第８号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて）」 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      日程第３、報告第８号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更について）
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を議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。 

      都市建設課長亀谷 裕君。 

 

都市建設課長 （亀谷 裕君） 

      おはようございます。よろしくお願いいたします。 

      それでは、議案書１ページをお願いいたします。 

      報告第８号 専決処分の報告についてでございます。 

      地方自治法第180条第１項の規定に基づき、工事請負契約の変更について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

      ２ページお願いいたします。 

      専決処分書でございます。 

      地方自治法第180条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専

決処分事項について、次のとおり専決処分いたしたものでございます。 

      記といたしまして、１．件名及び契約名でございます。 

      令和４年大和町議会７月随時会議におきまして、議案第56号により議決をいただき

ました。令和４年度橋梁補修工事（悟渓寺橋）でございます。 

      ２．金額の変更でございます。 

      議決をいただきました契約金額は１億3,200万円、変更後の契約金額が１億3,553万

1,000円。契約金額の増額が353万1,000円でございます。 

      ３．変更の理由でございます。悟渓寺橋橋梁補修工事につきましては、橋梁点検に

より補修が必要と判定されましたことから、補修工事を行っているものでございます。

今回の本工事につきまして、橋面舗装版撤去後に既設の床版、橋を通行する床の部分

でございますが、その状態を確認しましたところ、床版の損傷範囲が広がっていたた

め、床版補修工が増となったものでございます。 

      なお、当該路線につきましては重要路線でありますことから、作業時間通行止めと

して施工しており、床版補修につきましては、短時間で高架可能なコンクリート材を

利用して補修したものでございます。 

      令和５年６月22日、専決。 

      以上、報告いたします。 

 

議  長 （髙平聡雄君） 



７ 

 

      以上で報告第８号を終わります。 

                                            

    日程第４「議案第55号 令和５年度橋梁上部工架設工事（仮称：下草橋）請

負契約について」 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      日程第４、議案第55号 令和５年度橋梁上部工架設工事（仮称：下草橋）請負契約

についてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。 

      都市建設課長亀谷 裕君。 

 

都市建設課長 （亀谷 裕君） 

      続きまして、議案書３ページをお願いいたします。 

      議案第55号 令和５年度橋梁上部工架設工事（仮称：下草橋）請負契約についてで

ございます。上記工事につきまして次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法

第96条第１項第５号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

      記としまして、１の契約の目的につきましては、令和５年度橋梁上部工架設工事

（仮称：下草橋）でございます。 

      ２．契約の方法につきましては、一般競争入札による請負契約。 

      ３．契約の金額につきましては、２億3,100万円、内消費税が2,100万円でございま

す。 

      ４．契約の相手方につきましては、仙台市青葉区中央一丁目６番35号、北日本機械

株式会社仙台営業所でございます。 

      それでは、議案第55号関係資料をお願いいたします。この資料に基づきまして、ご

説明させていただきます。 

      １ページお願いいたします。 

      初めに、入札の状況についてでございます。 

      １の入札参加資格としましては、（１）地方自治法施行令第167条の４第１項及び

第２項の各号の規定に該当しないこと。 

      （２）令和５・６年度大和町建設工事入札参加資格において「鋼構造物工事」の承

認された者であること。 

      （３）入札公告日から入札の日までに宮城県内の地方公共団体から指名停止処分を
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受けていないこと。 

      （４）建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。 

      （５）工事現場に監理技術者または主任技術者を専任で配置できること。 

      （６）宮城県内に本社または営業所等を有すること。 

      （７）大和町入札参加資格承認時点において、鋼構造物工事の格付けがＡ級以上で

総合評定値（Ｐ）が650点以上であること。 

      （８）国または地方公共団体が発注した、橋長Ｌ＝60ⅿ以上の鋼橋架設工事（平成

30年４月１日以降に完成・引渡しが完了したもの）を元請けで施工した実績を有する

ものであることといたしました。 

      次に２の入札方法でございます。 

      （１）ダイレクト型一般競争入札とする。 

      （２）入札書は郵便物による郵送、直接持参のいずれかの方法で指定の期日まで届

くようにすることとし、指定の期日に間に合わなかった者は失格とする。 

      （３）この入札による参加資格申請者で、有資格と判定された者の数が１者の場合

でも入札を執行するとしたものでございます。 

      続きまして、３．入札参加者でございます。募集の結果、４者に応募いただきまし

た。企業名は記載のとおりでございます。 

      ４．入札の結果でございます。 

      （１）入札調書につきましては、令和５年６月16日に入札を執行し、記載のとおり

の結果となったものでございます。この工事の予定価格は２億4,024万円。低入札調

査基準価格は２億794万5,000円となっております。 

      （２）この結果を受けまして令和５年６月22日に最低応札額を入札いたしました北

日本機械株式会社仙台営業所と仮契約を締結いたしました。 

      ２ページをお願いいたします。 

      契約の内容でございます。 

      請負代金額は２億3,100万円。消費税を除いた金額は２億1,000万円でございます。 

      契約相手方は仙台市青葉区中央一丁目６番35号、北日本機械株式会社仙台営業所で

ございます。 

      次に事業の概要でございます。 

      １の施工場所は大和町落合舞野字新舞野地内。 

      ２の完成工期は令和６年３月29日を予定しております。 

      ３の工事概要でございます。今回の工事は一級河川竹林川の河川管理者であります。
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国に橋梁下部工（橋台と橋脚でございますが）の施工をお願いしており、その下部工

工事がほぼ完了することによりまして、取付道路含め橋梁上部工の工事を行うもので

あります。施工延長はＬ＝220ⅿ、Ｗ＝７ⅿ、橋の幅といたしましては8.2ⅿとなって

おります。以下、記載のとおりの工事内容であります。 

      次に３ページにつきましては、施工箇所の位置図となっております。 

      ４ページにつきましては、計画平面図でございます。今回の工事は平面図の赤色部

分が今回施工する区間となっております。図面中央部が竹林川となっており、図面右

側が下草側、左側が舞野側となってございます。 

      ５ページをお願いいたします。 

      ５ページは上部工一般図となっております。図面上が平面図でございます。橋を上

から見た図面となってございます。赤色着色部が橋梁面となります。その下の図面は

橋を側面から見た側面図となります。赤色着色部が上部工となります。河川中央部に

あります橋脚を挟み、左右が支間延長30ⅿが２つの２径間となります。 

      上部工は鋼材を利用したケタとなっております。図面右側が上部工を切った形の図

面となってございます。 

      以上が令和５年度橋梁上部工架設工事（仮称：下草橋）請負契約の概要でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      以上で議案第55号の説明を終了します。これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

      ３番、佐々木久夫君。 

 

３  番 （佐々木久夫君） 

      １つだけ質問させていただきます。これは上部工のあくまでも架設なんですか。本

体工事に続いてするんですか、何か舗装までされるので。 

議  長 （髙平聡雄君） 

      都市建設課長亀谷 裕君。 

 

都市建設課長 （亀谷 裕君） 

      佐々木議員の質問にお答えいたします。今回の橋梁の上部工の架設というのは、橋

を架ける架設工事となっていますので、全部の工事を含めての工事となってございま
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す。以上でございます。 

 

議  長 （髙平聡雄君） 

      ほかにありますか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      質疑なしと認めます。 

      これから討論を行います。討論はありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      討論なしと認めます。 

      これから議案第55号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                           

    日程第５「議案第５６号 令和５年度道路改良工事（町道舞野下草線）請負

契約について」 

議  長 （髙平聡雄君） 

      日程第５、議案第56号 令和５年度道路改良工事（町道舞野下草線）請負契約につ

いてを議題とします。 

      朗読を省略して、提出者の説明を求めます。 

      都市建設課長亀谷 裕君。 

 

      都市建設課長 （亀谷 裕君） 

      続きまして、議案書４ページお願いいたします。 

      議案第56号 令和５年度道路改良工事（町道舞野下草線）請負契約についてでござ

います。上記工事につきまして、次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第

96条第１項第５号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

      記としまして、１の契約の目的につきましては、令和５年度道路改良工事（町道舞

野下草線）でございます。 

      ２．契約の方法につきましては、一般競争入札による請負契約。 

      ３．契約の金額につきましては、5,500万円、内消費税が500万円でございます。 

      ４．契約の相手方につきましては、黒川郡大和町鶴巣北目大崎字寺東11番地の１。
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八嶋建設株式会社でございます。 

      それでは、議案第56号関係資料をお願いいたします。この資料に基づきまして説明

させていただきます。 

      １ページお願いいたします。 

      初めに入札の状況についてでございます。 

      １の入札参加資格としましては（１）地方自治法施行令第167条の４第１項及び第

２項の各号の規定に該当しないこと。 

      （２）令和５・６年度大和町建設工事入札参加資格において、「土木一式工事」を

承認された者であること。 

      （３）入札公告日から入札の日までに宮城県内の地方公共団体から指名停止処分を

受けていないこと。 

      （４）建設業法に規定する建設業の許可を受けていること。 

      （５）工事現場に監理技術者または主任技術者を専任で配置できること。 

      （６）富谷市または黒川郡内に本社または営業所等を有すること。 

      （７）大和町入札参加資格承認時点において、土木一式工事の格付けがＢ級以上で

総合評定値（Ｐ）が700点以上であることといたしました。 

      次に２の入札方法でございます。 

      （１）ダイレクト型一般競争入札とする。 

      （２）入札書は、郵便物による郵送、直接持参のいずれかの方法で指定の期日まで

届くようにすることとし、指定の期日に間に合わなかった者は失格とする。 

      （３）この入札による参加資格申請者で、有資格と判定された者の数が１者の場合

でも入札を執行するとしたものでございます。 

      続きまして、３．入札参加者でございます。 

      募集の結果、３者に応募いただきました。企業名は記載のとおりでございます。 

      ４．入札の結果でございます。 

      （１）入札調書につきましては、令和５年６月16日に入札を執行し、記載のとおり

の結果となったものでございます。 

      この工事の予定価格は7,428万円、低入札調査基準価格は6,338万3,000円であり、

入札の結果、応札した３者とも低入札基準価格を下回った応札額となり、落札保留と

いたしました。 

      ２ページをお願いいたします。 

      （２）この結果を受けまして、令和５年６月21日に第１順位の八嶋建設株式会社か
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ら積算内容等につきまして事情聴取を行い、６月27日に「低入札価格調査委員会」を

開催し、契約どおりに履行が可能か審査を行いました。 

      低入札価格の事情聴取では、低入札価格失格基準第３条第１号から第12号に該当し

ないことを確認し、低入札価格調査においては、積算内容の精査及びその他基準に照

らし合わせ審査した結果、契約どおりの履行が可能と判断し、第１順位の八嶋建設株

式会社を落札者に決定し、６月30日に仮契約を締結したものでございます。 

      契約の内容でございます。 

      請負代金額は5,500万円。消費税を除いた金額は5,000万円でございます。 

      契約相手方は黒川郡大和町鶴巣北目大崎字寺東11番地の１、八嶋建設株式会社でご

ざいます。 

      次に事業の概要でございます。 

      １の施工場所は、大和町鶴巣下草字西地内外。 

      ２の完成工期は、令和６年３月25日を予定しております。 

      ３の工事概要でございます。 

      今回の工事は仮称下草橋から下草方面への町道の道路部分を拡幅する工事でござい

ます。道路拡幅によりまして影響いたします既存用排水路の再整備と道路からの路面

排水に対応する側溝等を整備するものでございます。 

      施工延長はＬ＝344.7ⅿ、以下記載のとおりの工事内容となっております。 

      次に３ページにつきましては、施工箇所の位置図でございます。 

      続きまして、４ページにつきましては、計画平面図及び標準横断図となってござい

ます。図面上部は平面図でございまして、赤色着色部分が今回施工する箇所となって

ございます。図面右側が下草方面、左側が舞野方面でございます。 

      標準横断図の赤色部分が今回工事を施工する部分でございます。 

      以上が令和５年度道路改良工事（町道舞野下草線）請負契約の概要でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長 （髙平聡雄君） 

      以上で議案第56号の説明を終了します。 

      これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 

      質疑なしと認めます。 

      これから討論を行います。討論はありませんか。 

         「なし」と呼ぶ者あり 
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      討論なしと認めます。 

      これから議案第56号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

         〔賛成者起立〕 

      起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

      これで本日の日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 

      令和５年大和町議会７月随時会議を散会とし、休会といたします。 

      大変お疲れさまでした。 

         午前１０時１７分  散  会 

 


